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1.5.5 上位・関連計画の整理 

1) 都市交通マスタープランの検討に関し、留意すべき上位・関連計画の整理 

都市交通マスタープランの検討に関係し、留意すべき上位・関連計画は、下図に示すとおり

である。 
次頁以降にその概要について示す。 
 

 
図 1.46 まちづくり・交通環境づくりに関わる上位関連計画 

【香川県全域】

せとうち田園都市香川創造プラン

【地域別計画】

都市計画区域マスタープラン（12都市計画区域）

【市町別計画】

市町総合計画（全市町）

都市計画マスタープラン（高松市・丸亀市・さぬき市・観音寺市・善通寺市）

【市町別個別計画（交通分野）】
高松市総合都市交通計画 高松市交通戦略計画
高松市環境配慮型都市交通計画 高松地区における自転車を利用した都市づくり計画
地域公共交通総合連携計画
（坂出市・丸亀市・ことでん沿線地域（高松市等3市4町）・小豆島地域（土庄町・小豆島町）・宇野高松航路
沿線（高松市・玉野市））

【国（交通分野）】

交通基本法
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新法
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画

【 国 】 

 国土強靭化基本法 

 都市再生特別措置法 

 交通政策基本法 
 
 地域公共交通の 

活性化及び再生に

関する法律 
 
 高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の

促進に関する法律 
 

等 （高松市・丸亀市・さぬき市・観音寺市・善通寺市・三木町・ 

綾川町（H26末）・宇多津町・多度津町・三豊市） 

【市町別個別計画（交通分野）】

高松市総合都市交通計画 高松市交通戦略計画
高松市環境配慮型都市交通計画 高松地区における自転車を利用した都市づくり計画
地域公共交通総合連携計画
（坂出市・丸亀市・まんのう町・ことでん沿線地域（高松市等3市4町）・小豆島地域（土庄町・小豆島町）・
宇野高松航路沿線（高松市・玉野市））
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2) 交通分野に関する国の法律等 

(1) 都市再生特別措置法 

 急速な情報化，国際化，少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の

高度化及び都市の居住環境の向上を図るとともに、都市再生緊急整備地域における

市街地の整備を推進するために制定された。 
 住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図り、こ

れらの施設の立地を一定の区域に誘導するために市町村が作成する立地適正化計

画の作成について定めるとともに、立地適正化計画に記載された居住に関連する誘

導すべき施設について、容積率及び用途規制の緩和等の所要の措置を講ずることが

出来ることとされた。 
 上記の実施にあたり、民間の活力を積極的に活用する。 

 

 
図 1.47 都市再生制度に関する基本的な枠組み（内閣府資料） 

 

 
図 1.48 立地適正化計画制度の意義と役割（国土交通省資料） 



第 1 章 高松広域都市圏都市交通マスタープランの策定にあたって 

1-30 

 

(2) 交通政策基本法 

 国や地方公共団体の責務を明らかにすることにより、交通施策を総合的・計画的に

推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 
 交通政策基本法は、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが

重要であるとの基本的な認識の下で、交通に関する施策を推進していかねばならな

い等の基本理念を規定している。 

 国が講ずべき施策として、日常生活等に不可欠な交通手段の確保等、まちづくりの

観点からの交通施策の促進、関係者相互間の連携と協働の促進等を規定している。 

 
 

 
図 1.49 交通政策基本法（国土交通省資料）  
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(3) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

 少子高齢化などの社会状勢の変化や、利用者の減少による地域公共交通事業の経営

環境悪化を背景に、持続可能な公共交通ネットワークの枠組み構築などを行って、

まちづくりと連携した公共交通施策を推進する。 
 事業者主体の公共交通サービスから脱却し、自治体主体で乗り合いバスやデマンド

タクシーなど、多様化した住民の移動手段の確保・維持を図る新たな取り組みに対

し、国が財政支援や計画の実効性を高める法的措置で支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

図 1.50 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の概要（国土交通省資料） 

コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通の再編のイメージ

コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画
･･･

地域公共交通特定事業

地域公共交通再編事業 軌道運送
高度化事業

（ＬＲＴの整備）

鉄道事業
再構築事業
（上下分離） ･･･

地域公共交通網形成計画

地方公共団体が事業者等
の同意の下に策定

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

事業者と協議の上、
地方公共団体が

協議会を開催し策定

面的な公共交通ネットワークを再構築
するため、事業者等が地方公共団体

の支援を受けつつ実施

基本方針
国が策定
まちづくりとの連携を明確化

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

①地方公共団体が中心となり、
②まちづくりと連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

目標
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(4) 国土強靭化基本法 

 国土強靱化基本法第10条に基づき、国が国土強靭化基本計画を都道府県・市町村が

国土強靭化地域計画を相互に調整して策定し、国土強靱化に係る国や地方の他の計

画等の指針となるもの。（アンブレラ計画） 
 大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を踏まえた、施策分野ごと及びプログラム

ごとの推進方針を定める。 
 

 
図 1.51 国土強靭化基本法の概要（内閣官房資料） 
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3) 県の総合計画：せとうち田園都市香川創造プラン（H23～H27） 

 少子高齢化の急速な進行と人口減少局面への転換、経済のグローバル化による本県

産業への影響など、香川県を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、「元気の出る香

川づくり」、「安心できる香川づくり」、「夢と希望あふれる香川づくり」を 3 つ

の柱とした県政運営の基本方針を策定した。 
 交通面では、安心、安全、環境、公共交通ネットワーク、観光という切り口で方向

性が示されており、PT 調査を踏まえて策定する計画では、これらの切り口を踏ま

えた計画課題の設定および計画の評価を行うことが必要である。 
 

 
図 1.52 せとうち田園都市香川創造プランの基本目標および基本方針 

 

 
図 1.53 せとうち田園都市香川創造プランの基本方針と重点施策の関係 

【基本目標・基本方針】

本県の現状・課題

都市の長所である
活力が低下するおそれ

・経済・雇用情勢の悪化
・国内市場の飽和
・中枢都市機能の低下懸念

田園の長所である
やすらぎが低下するおそれ

・子育て、医療、介護などの不安
・東日本大震災を踏まえた大規模災害への
備え

・渇水、交通事故、環境問題

人と人のつながりや地域社会
の機能が低下するおそれ

・人口減少、高齢化の進行
・地域力の低下

せとうち田園都市の創造

活気あふれる街と美しい自然が隣接し、生涯を通じて安心して生活できる環境の中で、人々が生きがいを見いだし、
みずからの能力を存分に発揮できる、また、その魅力に引かれて集い合う、瀬戸内香川の生活圏域の創造

基本目標

活力ある産業づくりと
働く場の確保

生涯を通じた安心の確保
たくましい人づくりと
魅力ある地域づくり

・トップセールスによる県産品の販売促進
・国際物流ターミナルの機能強化
・超高速ブロードバンドの普及

・住宅の耐震化
・太陽光発電の普及
・交通死亡事故の抑止

・瀬戸内国際芸術祭などによる観光振興
・空港の路線開拓
・子どもの問題行動の防止

3つの基本方針

元気の出る香川づくり 安心できる香川づくり
夢と希望あふれる

香川づくり

【基本目標・基本方針と重点施策の関係】

香川の教育力
の向上

低炭素・循環型社会
の構築

観光立県香川
の実現

交通・情報
ネットワークの整備

ものづくり産業の
育成

雇用対策の推進

香川印をめざす
ブランド化

攻める農林水産業
への転換 県民を守る安全対策

の推進

水資源の確保

危機に備える地域基盤の
整備・充実

誰もが安心して暮らせる
地域の実現

次世代育成環境の
充実

文化芸術・スポーツ
の振興

夢と希望あふれる
香川づくり

安心できる
香川づくり

元気の出る
香川づくり

せとうち田園都市の創造

交通計画に関連する目標

香川の医療の充実
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4) その他交通関連計画 

(1) 高松市総合都市交通計画（H22.11） 

 高松市では公共交通プラス自転車を活用したまちづくりを展開できるよう、将来を

見据えた交通体系を構築することを目的として、総合交通計画が策定されている。 
 集約型都市構造を支援する交通体系として、郊外拠点に関する計画と、中心市街地

の回遊性向上に資する計画が策定されている。 

 
【施策の体系図】 

 
図 1.54 高松市総合都市交通計画 
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(2) 地域公共交通総合連携計画 

 香川県では利用促進による地域公共交通の活性化を目的として、各市町において地

域公共交通総合連携計画が策定されている。 
 地域公共交通総合連携計画は、短期的な施策のアクションプランであることから、

長期の計画を策定する本業務とは直接的な関係性はないものの、これら計画におけ

る目標や施策メニューについては留意することが必要である。 
 
 

表 1.1 香川県内の地域公共交通総合連携計画の概要 

 
 

  

年度 協議会名（市町） モード 事業概要

H22
ことでん活性化協議会

（高松市他２市４町 ）
鉄道

ことでんを中心とする地域公共交通ネットワークの利便性及び結節性の向上を図るため、現況交通
実態調査、利用者ニーズ把握調査、交通結節点の整備に関する調査等の実施、計画策定。

H22

坂出市地域公共交通
活性化協議会

（坂出市）

バス

社会情勢の変化に伴い自動車に依存した生活スタイルは、公共交通の利用離れを促進し利用者
の減少がみられ交通事業者の経営を圧迫。また、自治体の財政状況が厳しくなる中で、今後、公
共交通空白地帯の解消・高齢者の移動手段の確保等を検討するため、市民・利用者等の把握調
査等を実施し、公共交通網の再構築を図るとともに公共交通の活性化を目指す。

H22

宇野高松航路活性化
再生協議会

（高松市・玉野市 ）

旅客船
宇野高松航路を将来にわたって維持するため、同航路の利用実態調査（特に収入の約７割を占め
る貨物の利用実態調査）やニーズ調査、分析等を行った上で、持続可能な運航形態等について検
討を行う。

H20

まんのう町地域公共交
通協議会

（まんのう町 ）

バス
デマンドタクシーの導入及び共通パス券の発行等により、地域住民のニーズに対応した利便性の高い
交通システムを構築し、公共交通空白地域の解消を図るとともに、地域が一体的に取り組む協働の
公共交通サービスの確保を目指す。

H26

丸亀市地域公共交通
活性化協議会

（丸亀市）

鉄道
バス
旅客船

平成２２年度に策定した丸亀市地域公共交通連携計画に基づき、市民の日常生活における活動
機会を確保していくため、地域を支える様々な主体が協創して、徒歩、自転車、自動車、公共交通
（バス、鉄道、船）などの連携による持続可能な地域交通の形成を目指す。

H21

小豆島地域公共交通
協議会

（土庄町・小豆島町 ）

バス
旅客船

小豆島では、少子高齢化や過疎化による人口の減少に加え、自家用車の普及等により、公共交
通機関の利用が年々減少しているが、公共交通の維持･確保は、小豆島の発展を図るために欠くこ
とのできない重要な案件である。この問題への対応を図るため、公共交通空白地域である豊島地区
でのコミュニティーバスの実証運行、利用促進のためのＩＣカードの導入等の事業を実施する。
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a) ことでん沿線地域公共交通総合連携計画 

 ことでんの活性化を図り、ことでんを中心とした県全体の公共交通体系を強化する

とともに、地域の活性化につなげていくうえで、交通事業者の経営努力はもとより、

行政や一般市民等が連携して支えていくことが重要と考え、計画を策定。 
 

 
 

【全体イメージ】 

 
図 1.55 ことでん沿線地域公共交通総合連携計画 
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b) 坂出市地域公共交通総合連携計画 

 坂出市は、四国の玄関口として JR や高速バス等の広域公共交通ネットワークが形

成されている。一方、市内では、バス及びタクシーが坂出駅を中心とした交通体系

を形成している。 
 公共交通の利用実態やニーズを把握した上で、今後ますます進行することが予想さ

れる少子高齢社会を支える市民の足として、また、来訪者の足として、持続可能な

公共交通の維持・再生のための指針となる計画が策定されている。 

 
図 1.56 坂出市地域公共交通総合連携計画 
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c) まんのう町地域公共交通総合連携計画 

 国・県道の整備促進、町道網や農道網などの維持・管理、鉄道・バスなど公共交通

機関の維持・確保など、通勤・通学や観光・商業など交流の活発な便利で安全なま

ちづくりを目指している。 

 

 
図 1.57 まんのう町地域公共交通総合連携計画 
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d) 丸亀市地域公共交通総合連携計画 

 本計画は、「丸亀市総合計画」の将来像を実現するための分野計画として、「丸亀

市都市計画マスタープラン」などと連携して取り組んでいる。 
 丸亀市は都市拠点から地域拠点、郊外へと地域の公共交通需要にあわせて、公共交

通ネットワークの形成とサービス提供を目指している。 
 

     
【計画事業の全体イメージ】 

      
 

図 1.58 丸亀市地域公共交通総合連携計画  


